
特
許
法
施
行
規
則
及
び
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
【
第
一
条
関
係
】

改

正

案

現

行

（
発
明
の
単
一
性
）

第
二
十
五
条
の
八

特
許
法
第
三
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

的
関
係
と
は
、
二
以
上
の
発
明
が
同
一
の
又
は
対
応
す
る
特
別
な
技
術
的

特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
発
明
が
単
一
の
一
般
的
発

明
概
念
を
形
成
す
る
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
技
術
的
関
係
を
い
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
別
な
技
術
的
特
徴
と
は
、
発
明
の
先
行
技
術
に
対

す
る
貢
献
を
明
示
す
る
技
術
的
特
徴
を
い
う
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
以
上
の
発
明
が
別

個
の
請
求
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
単
一
の
請
求
項
に
択
一
的
な
形
式
に

よ
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
無
を
判
断

す
る
も
の
と
す
る
。



○
実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
八
日
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
【
第
二
条
関
係
】

改

正

案

現

行

（
考
案
の
単
一
性
）

第
七
条
の
二

実
用
新
案
法
第
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
的
関

係
と
は
、
二
以
上
の
考
案
が
同
一
の
又
は
対
応
す
る
特
別
な
技
術
的
特
徴

を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
考
案
が
単
一
の
一
般
的
考
案
概

念
を
形
成
す
る
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
技
術
的
関
係
を
い
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
別
な
技
術
的
特
徴
と
は
、
考
案
の
先
行
技
術
に
対

す
る
貢
献
を
明
示
す
る
技
術
的
特
徴
を
い
う
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
以
上
の
考
案
が
別

個
の
請
求
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
単
一
の
請
求
項
に
択
一
的
な
形
式
に

よ
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
無
を
判
断

す
る
も
の
と
す
る
。


